
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和７年８月７日（２０２５．８．７）

【登録番号】意匠登録第１８０１６８５号（Ｄ１８０１６８５）
【掲載公報発行日】令和７年６月２３日（２０２５．６．２３）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２５－１１４

【意匠分類】Ｂ７－３２０
【出願番号】意願２０２４－１８７２３（Ｄ２０２４－１８７２３）

【訂正の要旨】【意匠権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和７年６月２３日（２０２５．６．２３）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１８０１６８５号（Ｄ１８０１６８５）
（２４）【登録日】令和７年６月１３日（２０２５．６．１３）

（５４）【意匠に係る物品】頭皮用ブラシ
（５２）【意匠分類】Ｂ７－３２０
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１４）Ｃｌ．４－０２

（２１）【出願番号】意願２０２４－１８７２３（Ｄ２０２４－１８７２３）
（２２）【出願日】令和６年９月１１日（２０２４．９．１１）
（７２）【創作者】

【氏名】フィービー　ソング
【住所又は居所】富山県富山市雄山町５－１７　株式会社Ａｐｅｘ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ内

（７３）【意匠権者】
【識別番号】５２４１８７４６１
【氏名又は名称】株式会社Ａｐｅｘ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ

【住所又は居所】富山県富山市大泉東町１丁目９－２３
（７４）【代理人】
【識別番号】１００１８１８８１

【弁理士】
【氏名又は名称】藤井　俊一
【審査官】並木　文子　　

（５５）【意匠に係る物品の説明】本願意匠に係る物品は、頭皮マッサージ用のブラシである。持ち手に固
定された弾性をもつドーム状シートには、同じ長さの多数のピンが、略均一な間隔で当該ドーム状シートの

表面に対して垂直に植設されている。ピンの先端で頭皮を加圧することにより、ドーム状シートの弾性変形
とピンの先端形状及び可撓性に応じた刺激を与える。
（５５）【意匠の説明】持ち手は、掌に略収まる左右非対称な後細りの亀甲状で、正面に指の腹が収まる程

度の凹部を二つ横並びに備える。各ピンは、表面に金のコーテイングが施されている。図の持ち手の表面に
表されている細線は陰影である。陰影は物品の輪郭を表すものであり、表面の装飾を描いたものではない。
【図面】
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【底面図】
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【平面図】

【正面図】
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【背面図】

【左側面図】

【右側面図】
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【参考写真】

（５６）【参考文献】意登１５３３３４２
（５６）【参考文献】エス・ハート・エス株式会社、ホームページ掲載実績あり、（特許庁意匠課公知資料

番号ＨＪ２９０２６１４５）


